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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要 

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地
域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要
の整備等を行う。 

 

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係） 

 ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、 

  消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置  

 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定  

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
 ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構

想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定  

 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け  
 

３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 

 ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、 

  多様化  ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業 

 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化  

 ③低所得者の保険料軽減を拡充  

 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き） 

 ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加  
 
４．その他  

 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 

 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 

 ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 

  ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期） 

   

 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日（予定） 
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医療機能の分化・連携に係る取組みの流れ 

医療機関による 
自主的な機能分化・連携の推進 

① 病床機能報告制度（H26.10～運用開始） 

② 地域医療構想の策定（平成27年度～） 

③ 診療報酬と地域医療介護総合確
保基金による機能分化・連携の支援 

 
  
 
 

・ 「協議の場（調整会議）」での協議 
  

 ・ 医療計画と介護保険の計画と 
  の一体的な策定 

 
 
 

機能分化・連携を 
実効的に推進 

・ 案の作成時に、診療又は調剤の 
 学識経験者の団体の意見を聴く。 

・ 策定時に、医療審議会及び市町 
 村、保険者協議会等の意見を聴く。 
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地域差 
の縮小 

高度急性期 
１３．０万床程度 

急性期 

４０．１万床程度 

回復期 

３７．５万床程度 

慢性期 
２４．２～２８．５ 

 万床程度 

2025年の必要病床数（目指すべき姿） 

115～119万床程度 

機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合:152万床程度 

【推計結果：２０２５年】 

  ２９．７～３３．７ 
 万人程度 

将来、介護施設や 
高齢者住宅を含めた 

在宅医療等で追加的に 
対応する患者数 

＊2014年７月時点 （未報告・未集計病床数などがあり、現状の病床数（134.7万床）とは一致しない。） 

高度急性期 
１９．１万床 

回復期  １１．０万床 

慢性期 

３５．２万床 

急性期 

５８．１万床 

一般病床 

１００．６万床 

療養病床 

３４．１万床 

【現 状：２０１３年】 

134.7万床（医療施設調査） 
病床機能報告
123.4万床＊ 

○ 今後も少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を効率的に活用するため、医療機関の病床を医療ニーズの 
 内容に応じて機能分化し、どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適切な場所で受けられることを目指すもの。 

 （⇒ 「病院完結型」の医療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環） 

○ 今後、１０年程度かけて、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等の医療・介護のネットワークの構築と併行して推進。 

○ 地域住民の安心を確保しながら改革を円滑に進めるため、 
 ・ 地域医療介護総合確保基金を活用した取組等を着実に進め、回復期の充実や医療・介護のネットワークの構築を行うとともに 

 ・ 今後の療養病床における医療提供のあり方を含め、受け皿としての医療・介護のあり方の検討を行うなど、 

  国・地方が一体となって取り組む。 

ＮＤＢのレセプトデータ等を活用し、医療資源投入量
に基づき、機能区分別に分類し、推計 

医療資源投入量
が少ないなど、 
一般病床・療養
病床以外でも 
対応可能な患者
を推計 

入院受療率の地域差を縮小しつつ、慢性期医療
に必要な病床数を推計 

2025年のあるべき病床数の推計結果について 

平成27年6月15日：内閣官房情報調査会資料 
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地域医療構想の策定とその実現に向けたプロセス 

地域医療構想の実現に向けて、都道府県は構想区域ごとに、 
「地域医療構想調整会議」を開催。   
※ 「地域医療構想調整会議」には、医師会、歯科医師会、病院団体、医療保険者等が参加。 
 
 ・ 病床機能報告制度の報告結果等を基に、現在の医療提供体制 
  と将来の病床の必要量を比較して、どの機能の病床が不足して 
  いるか等を検討。 
 
 ・ 医療機関相互の協議により、機能分化・連携について議論・調整。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都道府県は、地域医療介護総合確保基金等を活用し、医療機関による自
主的な機能分化・連携を推進。  

病床機能報告 
制度（集計） 

地域医療構想 
（推計） 

比較 
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地域医療構想 
調整会議 

協議 



国 
消費税財源活用 

市
町
村 

市町村計画 
 

（基金事業計画） 
 

都
道
府
県 

都道府県計画 
 

(基金事業計画) 
基金 

 

※国と都道府県の 
負担割合２／３、 １／３  

申
請 

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等） 

交
付 

交付 

交付 
提出 

交付 
提出 

申請 

地域医療介護総合確保基金の対象事業 
１  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 
    関する事業(※) 
２  居宅等における医療の提供に関する事業(※) 
３  介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等） 
４  医療従事者の確保に関する事業(※)  
５  介護従事者の確保に関する事業        

 ※ 基金の対象事業は、平成26年度は医療を対象として１、２、４を、 
       平成27年度以降は介護を含めて全ての事業とする。 

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画） 

○ 基金に関する基本的事項 
  ・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備） 
  ・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保  
  ・診療報酬・介護報酬等との役割分担 
 

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項 
   医療介護総合確保区域の設定※1  ／  目標と計画期間（原則１年間）  ／  
   事業の内容、費用の額等  ／  事業の評価方法※2 

     ※1  都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を 
         踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。 
      ※2  都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施   
         国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用 
 

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成 

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の 
 確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。 
 

○ このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）  を創設し、各都道府県に設置。 
 各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。 

地域医療介護総合確保基金 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい ここここここここここここここここここ

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以
内に必要なサービスが提供される日常生活圏
域（具体的には中学校区）を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 
・特定施設入所者生活介護 
                等 
 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○地域包括ケアシステムの法律上の定義 
     （一昨年の社会保障プログラム法、昨年の医療介護一括法） 
 
 地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有 
 する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、 
 介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される 
 体制をいう。 
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地域包括ケアシステムを、
医療提供体制が、重層的に
支える形で、立体的（３D）に

見て下さい。 



救急医療体制強化事業について 



ＭＣ体制について 
救急医療体制等のあり方に関する検討会報告書（平成26年2月）より 

• MC協議会は救急業務全般について医学的側面から質の向上を図り、地域の救急医療体制
を構築するための協議会として役割が求められるようになってきた 

• 一部のＭＣ協議会しか救急需要の増大に関する検討や患者受入れに関する調整について
行われていない 

• 救急救命士の増加や救急救命処置の処置範囲拡大を受けＭＣ協議会の作業量が増加して
いる 

現状と課題 

• 増大する救急活動の事後検証や搬送困難事例への対応等、MC協議会に求められている役

割を果たすため、行政機関・消防機関・医療機関・医師会等関係団体が連携することが重要
である。 

• MC協議会の法的位置付けを明確にすること、また人的及び経済的に必要な措置を講じるこ
との検討するべきである。 
→ＭＣ協議会に従事する医師の身分保障、給与、教育体制の構築 
 

• 救急医以外（小児科・産科婦人科・精神科医等）が参画しやすい環境整備をするべきである。 
 

• MC協議会が自己評価し、他のＭＣから学ぶための指標の作成と全国ＭＣ協議会連絡会等を
介した情報共有を進める必要がある。 
 

• 地域における救急情報を集約し活用するシステム作りが必要である。 等 

今後検討すべき事項と方向性 



メディカルコントロール体制強化事業 
（MC医師の役割） 
 

・課題の把握、分析 

・消防機関・医療機関等への指導、助言 

・救急医療機関及び後方支援病院の 

 確保、支援  

・搬送先医療機関及び転送先医療機関 

 の確保、調整 

・情報発信  
・連絡会議の開催 

（目的） 
 

 都道府県が地域の救急医療の実情に精

通した医師（ＭＣ医師）をＭＣ協議

会に配置することにより救急搬送困難事

例の解消等を図り、円滑な救急搬送受入

体制を構築する。 
 

 ＭＣ体制のもとで、消防法における傷病

者の搬送及び傷病者の受入れに関する基

準の検証を行うことなどを通じて地域の救

急医療体制を強化するとともに、MCに精通

した医師を育成することを目的とする。 

 搬送困難事例受入医療機関支援事業は、MC

体制強化事業を実施している地域で行うこと 

 平成27年度 本事業実施箇所（7箇所） 

 山形・栃木・群馬・埼玉・千葉・岐阜・大阪 



MC医師のための研修 
「メディカルコントロール体制の整備に関わる医師の研修会」 

日  程： 平成２７年１１月１９～２０日（２日間） 

参加者： 医師 ３８（２３）名、県職員 １５（７）名 （ ）は昨年 

      本事業参加者及び平成28年度以降実施予定（検討）者 
      ２２府県が受講 
内 容： 地域の救急医療体制の把握の手法 

      搬送困難事例を減らすための対策 等（MC医師の役割） 

本事業を企画立案する部署に
おける､本事業の必要性は？ 
（無回答あり） 

必要性は無い ８ 

必要性は有る ３ 

検討中   ７ 

検討はしていない ４ 

その他 ２ 

必要性が無いと判断された理由は？ 

搬送困難事例は少なく、事業を行うまでも無い。 ７ 

すでに類似の取組を独自に行っている。 １ 

必要性が有ると判断されたにもかかわらず、実施に
至っていない理由は？ 

予算確保が困難 １ 

MC医師の選定、確保が困難 ２ 

（研修会に不参加の都道府県に対して検討状況のアンケート調査を実施） 



ビデオ喉頭鏡について 



従来 改正案 

国家試験 

62時間 

30例 30例 

挿管認定 

7時間 7時間 

５例 ５例 

ビデオ喉頭鏡認定 

国家試験 

62H 

30例 30例 

挿管認定 

7H 

５例 ５例 

ビデオ喉頭鏡認定 

30例 

５例 

7H 

県MC認定 

県MC認定 

国家試験 

62H 

30例 30例 

挿管認定 

7H 

５例 ５例 

7H 

7H 

出
題
基
準
に
加
え
ら
れ
た
た
め
、 

養
成
校
で
は
学
修
す
る
と
整
理 

追
加
講
習
（
ビ
デ
オ
）
を
30
例
の
実
習
前
に 

 

5例の実習 

追加講習（ビデオ） 

30例の実習 

追加講習（挿管） 

国家試験 

養成課程（消防
学校/専門学校

等） 62H 

追加講習  
未受講 

挿管のため
の追加講習
受講済み 

追加講習  
未受講 

挿管のた
めの追加
講習のみ
受講済み 

ビ
デ
オ
喉
頭
鏡
の
追
加

講
習
受
講
済
み 

追加講習  
未受講 

挿管のた
めの追加
講習受講
済み 

ビデオ喉頭鏡認定 

受
講
を
可
と
す
る
。 

 
ビデオ喉頭鏡に関する通知改正について 

（平成１６年３月２３日医政指発第０３２３０４９号「救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための
講習及び実習要領について」改正：平成２７年６月４日 医政地発０６０４第１号  



救急救命士が行うビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた 
気管内チューブによる気道確保に関する教育について 
平成２７年７月１6 日付 ２７高医教第１５号・医政地発０７１６第１号 

文部科学省高等教育局医学教育課長・厚生労働省医政局地域医療計画課長 連名通知 

各救急救命士養成所等における講習内容及び講習時間
については、「救急救命士の気管内チューブによる気
道確保の実施のための講習及び実習要領について（平
成１６年３月２３日医政指発第０３２３０４９号厚生
労働省医政局指導課長通知）」の別表２に定める救急
救命士追加講習カリキュラムに準ずること。 

救急救命士養成課程においてビデオ硬性挿管用喉頭
鏡に関する教育を行うことを周知 

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を活用している地域においては、 
今後の追加講習のありかたについてご検討されてはどうか 
（追加講習の需要が減っていくことが予測されます） 



AED設置登録情報の有効活用 
について 



AEDの設置登録情報の有効活用に関する取組 

 設置者による登録作業等の事務負担軽減から販売業者を通じて日本救急医療財団に登

録することの協力依頼 

  （「自動体外式除細動器（AED）の設置登録に係る取りまとめの協力依頼について」 
       平成19年3月30日 医政指発０３３０００７号 厚生労働省医政局指導課長通知） 

日本救急医療財団から都道府県にAED設置登録情報を提供するので、適切な管理、アクセ

ス向上及び、効果検証に活用するよう情報提供   
  （「自動体外式除細動器（AED）の設置登録情報の提供について」 
       平成19年3月30日 都道府県衛生主管部AED担当課長宛 事務連絡） 

地方公共団体が情報提供を希望した場合に提供するよう検討依頼 

  （「自動体外式除細動器（AED）の設置場所に関する情報提供について」 
       平成25年9月27日 医政指発０９２７第５号 厚生労働省医政局指導課長通知） 

日本救急医療財団でAED設置登録情報を都道府県等へ情報提供できるように検討

（「ＡＥＤ設置登録情報の有効活用について（ＡＥＤ設置登録情報等に関する小委員

会報告書）」が平成２７年６月２５日に厚労省へ提出された） 



一般財団法人日本救急医療財団 
AED設置登録情報データベース概要 

 精度のランク付けを表示することにより、登録されているＡＥＤが使
える状態である確からしさを周知できる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 設置者による情報更新が可能であり、上記の条件によりシステム上自
動的に「色分け」がされる。 

 ＡＥＤ設置登録情報の更新が進み、精度が高い地域を積極的に紹介し、
ＡＥＤ設置登録情報の管理、更新作業を全国的に促す。 

ＡＥＤ設置登録情報に関する「精度」 
精度Ａ：「点検担当者の配置あり」、「新規登録日（情報更新日を含む）か

ら2年未満」及び「ピンの移動歴あり」 
精度Ｂ：「点検担当者の配置あり」及び「新規登録日（情報更新日を含む）

から2年以上4年未満を経過」、ただし、ピンの移動歴は問わない 
精度Ｃ：「点検担当者の配置なし」又は「新規登録日（情報更新日を含む）

から4年以上を経過」 
 

ピン：AEDマップ（地図）上でAEDの位置を示す表示。設置者がインターネット環境下に位置の修正を行う事ができる 
日本救急医療財団 ＡＥＤ設置登録情報に関する小委員会作成（日本救急医療財団 心肺蘇生法委員会認定） 

（平成27年8月3日日本救急医療財団記者会見資料より一部改編） 



ピンの移動 

Web 上でシステムに
アクセスできる 
（今後の更新も出来
る）という事を示唆 

ドラッグ＆ドロップ 
で移動が可能 
（登録画面においてのみ） 

日本救急医療財団のホームページからダウンロード出来る手順書 

住所から変換
されたピン 

実際に設置し
ている座標 



平成27年10月末のイメージ 

登録の手順などの説明 



自動体外式除細動器（AED）設置登録情報の 
有効活用等について 

（平成２７年８月２５日医政発0825第7号 都道府県知事あて 厚生労働省医政局長通知） 

AED が必要な場合に有効に使用され、地域の救命率が向上するような

医療提供体制を整えていただくために、下記の対応を都道府県等に求
めている。 
 
1. 日本救急医療財団に対して、AED 設置登録情報の提供の申請を必

要に応じて行い、提供を受けた情報を活用すること。 
2. 日本救急医療財団全国AED マップを用いて住民へ情報提供すること 
3. 日本救急医療財団に既に登録されているAED 設置登録情報の更新

を促すこと 
4. 日本救急医療財団にAED 設置登録情報を未登録の設置者に対する

登録の呼びかけること 
5. AED を有効に使用するための表示に係る必要な整備を行う事 

①誘導表示の設置 
②AED のマークの活用 





AED設置登録情報の有効活用について 

• 日本救急医療財団へのAED情報の利用申請は
11月末の時点で29カ所であり、それぞれの地域
における有効活用が始まっていくと考えられる。 

 （複数ID申請もあり合計38の申請） 
• 新システムの導入後の登録は、依然としてAED製
版業者を介した登録がメインとなっており、新シス
テムでの「情報更新」はさらに呼びかけていく必要
がある。 



周産期医療体制のあり方に関する検討会 
について 

【厚生労働省のホームページに資料等掲載されています】 
 
ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 
 医政局が実施する検討会等 >  
周産期医療体制のあり方に関する検討会 

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/index.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/index.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingiother.html?pid=127238
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingiother.html?pid=127238
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingiother.html?pid=127238
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingiother.html?pid=127238
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingiother.html?pid=127238


目 的 

○ 平成22年に現行の周産期医療体制整備指針が示されたが、周産期母子医療センターの災害対策、産科危機的出血
への対応など、新たに解決すべき課題が認められるようになった。 

 

○ また、周産期医療に従事する医師の地域偏在等の問題が指摘され、新たな周産期医療体制整備の方向性を示す必要
性が生じている。 

 

○ さらに、平成26年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働特別研究事業である「持続可能な周産期医療体制の構築
のための研究班」が周産期医療体制の課題整理や周産期医療体制に関する将来推計に基づいた研究を行った。 

 

○ これらの課題整理を踏まえ、平成27年度内に周産期医療体制のあり方に関する検討会を開催し、周産期医療体制整
備指針の改定も含めた議論を行う必要があるため、本検討会を開催する。 

検討事項 

（１）周産期医療体制のあり方を検討すること 
（２）周産期医療体制整備指針の改定ポイントを明示すること 

構成員 
 

 ・阿真 京子 （知ろう小児医療守ろう子ども達の会 代表） 
 

 ・飯田 裕美子 （共同通信社 大阪支社 次長） 
 

 ・五十嵐 隆 （国立研究開発法人 国立成育医療研究センター理事長） 
 

 ・今村 定臣 （公益社団法人 日本医師会 常任理事） 
 

 ・海野 信也 （北里大学病院 病院長 産婦人科（産科）主任教授） 
 

 ・岡井 崇 （社会福祉法人恩賜財団 母子愛育会 愛育病院 院長） 

・田村 正徳 （埼玉医科大学総合医療センター 小児科学教授） 
 

・鶴田 憲一 （静岡県理事（医療衛生担当）） 
 

・福井 トシ子 （公益社団法人 日本看護協会 常任理事） 
 

・峯 真人 （峯小児科 理事長） 
 

・山本 詩子 （公益社団法人日本助産師会 副会長）  

今後のスケジュール（予定） 

○ 平成27年度内に4回～5回開催し、年度内をめどにとりまとめ予定。 
    （第１回：8月31日、 第2回：10月15日、第3回11月27日） 

◎ 

（◎は座長） 

周産期医療体制のあり方に関する検討会 



妊産婦死亡者数の推移（1994～2013年） 

厚生労働省 人口動態調査 

(人) 

(年) 
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妊産婦死亡の推移：４０－５０例/年まで減少、 
近年は横ばい 

年間妊産婦死亡数 妊産婦死亡率（出産10万対） 

死亡数 

死亡率 



28% 

12% 

6% 
6% 

12% 

3% 

9% 

12% 

3% 
DIC先行型羊水塞栓症 

弛緩出血 

前置胎盤 

癒着胎盤 

子宮破裂 

産道損傷 

子宮内反症 

常位胎盤早期剥離 

その他 

産科危機的出血による死亡症例の内訳 

○ DIC先行型羊水塞栓症が最多（28%） 

○ 産科危機的出血の場合、症状出現から6時間以内に約6割で心停止をきたしていた。 

0
2
4
6
8

10

産科危機的出血による死亡内訳 心停止までの時間 
(人) 

厚生労働省科学研究費補助金「周産期医療と他領域との効果的な協働体制に関する研究」 池田智明（三重大） 

産科危機的出血38例の内訳 
発症から心停止までの時間が解析できた

22症例の内訳 
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